
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険証に記入されている記号・番号を

記入してください 

○2 ・○3 は、申請者（相続人）の氏名・

住所を記入してください 

申請者（相続人）の氏名の下に被保険者

名も記入してください 

なお、生年月日は「被保険者」のものを

記入してください 

 

【添付書類】 

 以下の場合は添付書類が必要となります。 

  ●相続人が当健康保険組合の被扶養者として認定されていない方からの申請の場合 

添付書類⇒戸籍謄本の原本（被保険者と申請者の続柄などを確認できる書類） 

但し、埋葬料等のご申請時に原本を提出済の場合は、添付不要です。 

●被保険者期間（被保険者の当健康保険組合での加入期間）が１年未満での申請の場合 

    添付書類⇒同意書（第１回申請時のみ添付。用紙はホームページよりダウンロードできます） 

※同意書は前加入保険への資格、給付状況照会のため必要となります。なお、この照会のため 

 支払には少し時間がかかります。 

●第三者による傷病の場合 

添付書類⇒「第三者行為による傷病届」（用紙はホームページよりダウンロードできます） 

     ※第三者に対し休業補償がある場合は、当組合から傷病手当金のお支払はできません。 

●被保険者が「障害厚生年金」「老齢年金」受給中であった場合 

    添付書類⇒「年金証書」「年金振込通知書」の写し 

また、年金受給額に変更がある場合は、受給額の変更がわかる書類の写しを提出してください。 

 

「受取代理人の欄」は記入しないでく

ださい。（この欄は、被保険者がご存命

中に受取を代理人に委任される場合に

記入いただく欄になります） 

○8 ○9 ○13 欄のチェック洩れに注意してく

ださい（必ずいずれかに印をつけてくださ

い）けがの場合は○10欄にもチェックしてく

ださい 

 
申請者（相続人）名義の振込口座を記入

してください 

 

被保険者が死亡したときの記入例 

被保険者が死亡後、法定相続人より（優先順位者から）申請する場合は、下記の要領で記入してください。 

（注）・記入の際は、ホームページの「病気やケガで働けないとき」も併せてご参照ください。 

・１ページ目の「被保険者が記入するところ」「支払希望の銀行」欄を記入の上、２ページ目の「療養担当が意見

を記入するところ」に証明を受けて、会社経由で申請してください。 

 



 


